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【公開番号】特開2014-153387(P2014-153387A)
【公開日】平成26年8月25日(2014.8.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-045
【出願番号】特願2013-20165(P2013-20165)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  27/02     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/64     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   26/10     １０４Ｚ
   Ｇ０２Ｂ   27/02     　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ    5/64     ５１１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月15日(2016.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　≪光スキャナー≫
　図６および図７に示すように、本実施形態の光スキャナー４Ａの可動部４１Ａは、基部
４１１Ａと、基部４１１Ａに嵌め込まれた光透過部４１２と、光透過部４１２に設けられ
た第１、第３光反射低減部４１３、４１４とを有している。
　基部４１１Ａは、環状をなし、その中央部に貫通孔４１１ａを有している。貫通孔４１
１ａの軸方向の途中には段差が形成されている。具体的には、貫通孔４１１ａは、第１の
貫通孔４１１ａ’と、第１の貫通孔４１１ａ’の下側に連結する第２の貫通孔４１１ａ”
とを有しており、第２の貫通孔４１１ａ”は、第１の貫通孔４１１ａ’と同軸的に設けら
れ、かつ、第１の貫通孔４１１ａ’よりも径が小さい。そして、第１の貫通孔４１１ａ’
と第２の貫通孔４１１ａ”の接続部に前記段差が形成されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　また、基部４１１Ａは、枠体部４３や支持部４５と同様にＳＯＩ基板の第１のＳｉ層、
ＳｉＯ２層および第２のＳｉ層からなる積層体で構成されている。これにより、基部４１
１Ａの剛性を優れたものとすることができる。また、例えば、第１のＳｉ層で第１の貫通
孔４１１ａ’を形成し、ＳｉＯ２層および第２のＳｉ層で第２の貫通孔４１１ａ”を形成
することによって、簡単に段差を有する貫通孔４１１ａを形成することができる。
　このような第２実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様の効果を奏すること
ができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　≪光スキャナー≫
　図８および図９に示すように、本実施形態の光スキャナー４Ｂの可動部４１Ｂは、基部
４１１Ｂと、スペーサー４１６Ｂを介して基部４１１Ｂに固定された板状の光透過部４１
２Ｂと、光透過部４１２Ｂの上面に形成された第１光反射低減部４１３と、光透過部４１
２Ｂの下面に形成された第３光反射低減部４１４とを有している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　２．光スキャナーの製造方法
　次に、図１０ないし図１３に基づいて、光スキャナーの製造方法について説明する。な
お、以下に記載の光スキャナーの製造方法では前述の第３実施形態に似た構成の光スキャ
ナーが得られる。
　光スキャナーの製造方法は、第２のＳｉ層８４（基部）およびスペーサー９１４（突出
部）を有する積層基板（基板）８と、一方の面側に凸部３１が形成されたガラス基板（透
明基板）３とを用意し、積層基板８とガラス基板３をと重ね合わせて、スペーサー９１４
と凸部３１とを接合する接合工程と、第２のＳｉ層８４をパターニングし、スペーサー９
１４を支持する基部９１１と、第１の軸部９２１、９２２と、枠体部９３と、第２の軸部
９４１、９４２と、支持部９５とを形成するパターニング工程と、積層基板８とガラス基
板３の隙間に封止材１００を充填する充電工程と、凸部３１を残して、ガラス基板３を薄
肉化することによって、光透過部９１２を形成する薄肉化工程と、光透過部９１２の表面
に、光反射を低減する第１光反射低減部４１３を形成する光反射低減部形成工程と、を有
している。以下、この製造方法について詳細に説明する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】
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